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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３１年３月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年７月６日 ０２時３０分ごろ 

発生場所 長崎県松浦市鷹島北西方沖 

 貝瀬灯台から真方位３２１°１.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°２９.１′ 東経１２９°４３.３′） 

事故の概要  貨物船有駿
ゆうしゅん

は、北東進中、また、漁船第二十八吉浦
よしうら

丸は、漂泊

中、両船が衝突した。 

 有駿は、左舷船首部外板に擦過傷を生じ、第二十八吉浦丸は、船首

部のブルワーク上端に剝離を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年７月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 有駿、２７４トン 

   １４１６９３、有限会社美津茂汽船（Ａ社） 

   ６１.０２ｍ×９.８０ｍ×６.００ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成２４年６月６日 

Ｂ 漁船 第二十八吉浦丸、１４トン 

   ＮＳ２－１７０８０（漁船登録番号）、カネイヨシウラ株式会 

   社 

   １４.６６ｍ（Lr）×４.７６ｍ×１.７３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１６０、平成４年３月３日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５０歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１１年１２月３日 

    免 状 交 付 年 月 日  平成２６年１０月２７日 

    免状有効期間満了日 平成３１年１２月２日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４７歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  平成元年４月２７日 

    免許証交付日 平成２５年１０月２２日 

           （平成３１年４月２６日まで有効） 

 死傷者等 なし 
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 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部のブルワーク上端に剝離 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北東、風力 １、視程 約２Ｍ 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時、潮流 北西流 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、空船の状態で、平成３０年７

月５日１６時３０分ごろ岡山県倉敷市水島港に向け、熊本県八代
やつしろ

市八

代港を出港した。 

 Ａ船は、２３時３０分ごろ長崎県西海
さいかい

市御床
み と こ

島沖付近に達したとこ

ろで、船長Ａが単独の船橋当直につき、その後、平戸瀬戸を通過し、

ＧＰＳプロッター及び６Ｍレンジとしたレーダーを作動させ、約１１

ノットの対地速力で、佐賀県唐津市波戸
は ど の

岬沖に向けて自動操舵により

北東進した。 

 船長Ａは、操舵スタンドの後方に立ってレーダー及び目視で見張り

を行い、鷹島北西方沖において、時折雨が強く降り、視界が悪く、レ

ーダー映像も見にくかったものの、雨雪反射除去の調整をしないで航

行を続け、６日０２時３０分ごろ鈍い音がしたので左舷側を見たとこ

ろ、Ａ船の左舷中央部付近にＢ船の船首部を認め、Ｂ船と衝突したこ

とに気付いた。 

 船長Ａは、直ちに機関を中立運転としたものの、行きあしによりＢ

船と離れてしまい、本事故の発生を海上保安部に通報して乗組員に損

傷状況を確認させるとともにＢ船を探していたところ、Ｂ船が近づい

て来た。 

 Ｂ船は、まき網船団の網船として、僚船４隻と共に船団を構成し、

船長Ｂほか８人が乗り組み、操業を行う目的で、５日１８時００分ご

ろ鷹島北西方沖の漁場に向け、僚船と共に長崎県佐世保市鹿町
しかまち

町

褥崎
しとねざき

の船だまりを出港した。 

 Ｂ船は、２１時００分ごろ漁場に到着し、先に投錨して集魚中の船

団の状況を確認したのち、機関を中立運転として漂泊し、潮流により

船団から離される都度、約１時間ごとに船団の元に戻り、集魚状況を

確認することを繰り返していた。 

 船長Ｂは、漂泊を再開した後、操舵室後方の畳敷きで頭を右舷側に

して横になりながら、レーダー及びＧＰＳプロッターを見ていたとこ

ろ、いつしか居眠りに陥り、衝撃で目が覚めて周囲を見た際、船首が

南東方に向いたＢ船の船首方を左方に通り過ぎて行くＡ船が見えたの

で、Ａ船と衝突したことに気付いた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、損傷状況から操業に支障がないことが分かり、

船団の集魚状況を確認した後、再度漂泊しようとしていたところ、照

射灯を照らしながら近づいて来るＡ船を発見した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ｂ船 参照） 

 その他の事項  Ａ船は、本事故当時、法定灯火を表示していた。 
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船長Ａは、平戸瀬戸を通過して北東進中、右舷船首方に白っぽい明

かりがうっすらと見えた際、鷹島北西方沖に漁船群がいると思った

が、Ａ船の予定針路から離れていたので、Ａ船の進路上に他船はおら

ず、また、時折強く降っている雨もそのうちやむだろうと思い、雨雪

反射除去の調整をしなかった。 

Ａ船は、ＡＩＳを搭載していた。 

 Ｂ船は、本事故当時、法定灯火の他に自船の存在を知らせる目的

で、マスト灯の上下に紅灯各１個を表示していた。 

 Ｂ船は、船団が錨泊して集魚中、いつでも操業を開始できるように

漂泊していた。 

 船長Ｂは、ふだんから法定灯火に加えて紅灯も表示しているので、

他船はＢ船を認識して避けると思っており、レーダーでは主に船団と

の離れ具合などを確認していた。 

船長Ｂは、５月上旬ごろから、操業を終えて帰港した後もいわし
．．．

加

工作業を手伝っており、本事故当時、疲労を感じていた。 

船長Ｂは、本事故当時の潮流とＢ船の漂流状況から、０２時００分

ごろから居眠りに陥ったのではないかと本事故後に思った。 

Ｂ船は、本事故当時、船長Ｂ以外、全員が船室で睡眠中であった。 

船長Ｂは、本事故当時、鷹島北西方沖にＢ船の船団の他にいくつか

のまき
．．

網船団がいることを認めていた。 

Ｂ船は、ＡＩＳを搭載していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり Ｂ あり 

Ａ なし Ｂ なし 

Ａ あり Ｂ なし 

 Ａ船は、鷹島北西方沖を北東進中、船長Ａが、Ａ船の進路上に他船

はいないと思い、前路の見張りを適切に行わずに航行を続けたことか

ら、Ｂ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、雨により視界が悪く、レーダー映像が見にくかったもの

の、Ａ船の進路上に他船はおらず、雨もそのうちやむだろうと思った

ことから、雨雪反射除去の調整をしなかったものと考えられる。 

 Ｂ船は、鷹島北西方沖において漂泊中、船長Ｂが、他船がＢ船を認

識して避けると思い、操舵室後方の畳敷きで横になって居眠りに陥っ

たことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、Ｂ船が法定灯火の他に紅灯２個を表示していたことか

ら、他船がＢ船を認識して避けると思ったものと考えられる。 

 船長Ｂは、操業を終えて帰港した後もいわし
．．．

加工作業を手伝ってお

り、本事故当時、疲労を感じていたことから、居眠りに陥ったものと

考えられる。 

原因  本事故は、夜間、雨により視界が悪く、レーダー映像が見にくい状
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況下、鷹島北西方沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ船が漂泊中、船長

Ａが、Ａ船の進路上に他船はいないと思い、前路の見張りを適切に行

わずに航行を続け、また、船長Ｂが、他船がＢ船を認識して避けると

思い、操舵室後方の畳敷きで横になって居眠りに陥ったため、両船が

衝突したものと考えられる。 

再発防止策  Ａ社は、本事故後、単独の船橋当直中に不安を覚えた際、当直者を

増員するよう、乗組員に周知した。 

船長Ｂは、本事故後、他船から認識しやすいように投光器で後部甲

板を照射するようにした。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・雨で視界が悪く、レーダー映像が見にくいときは、雨雪反射除去

の調整を行い、見張りを適切に行うこと。 

 ・漂泊中であっても、周囲の見張りを適切に行い、疲労を感じて居

眠りに陥るおそれがあるときは、立って見張りを行ったり、他の

乗組員と交替したりすること。 

 ・ＡＩＳ又は同種機器を設置、活用することにより、他船の存在を

認識することが可能になるものと考えられる。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成３０年７月６日 

０２時３０分ごろ発生） 

Ｂ船(漂泊中) 
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貝瀬灯台 
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平戸瀬戸 



- 6 - 

写真１ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

損傷箇所（修理済） 

紅灯 


